
入  札  公  告  
 

    次のとおり一般競争入札に付します。 

令和 ８年 ４月 ７日 

経理責任者 

独立行政法人国立病院機構東京病院 

院 長  松 井 弘 稔 

（ 公 印 省 略 ） 

 

1. 競争に付する事項 

（１）調達件名  

給食用材料 精白米 

（２）調達物品名及び仕様、数量等 

別に交付する「精白米納入仕様書」のとおり 

（３）納入期間 

自 令和 ８年 ５月 １日 

至 令和 ８年１０月３１日 

（４）納入場所 

〒２０４-８５８５  

東京都清瀬市竹丘３－１－１ 

独立行政法人国立病院機構東京病院 栄養管理室 

（５）入札方法 

①一般競争入札（最低価格落札方式） 

②入札金額については、精白米１kgあたりの単価を記載すること。また、納

入に要する一切の費用を織り込んだ上でそれぞれの単価を算出すること。 

③第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の

８パーセントに相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数の

あるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって評価するの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業

者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。 

（６）その他 

独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、契約細則という。）第

２２条の規定に基づき単価契約とする。 

 

２.競争に参加する者の参加資格に関する事項 

（１）契約細則５条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保

佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているも

のは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）契約規則第６条の規定に該当しない者であること。 

 



 

（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の製造」又は「物品

の販売」においてＢ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競

争参加資格を有する者であること。ただし、登録資格の停止を受けている

期間は参加できない。 

（４）（３）の資格審査を申請中で、結果通知書を受領していない者は、申請

書受付書の写し、直近の財務諸表及び会社案内（従業員数等記載されたも

の）を提出することにより、競争に参加することができる。ただし、契約

の締結までに結果通知書を提出しない場合は、当該入札を無効とする場合

がある。 

（５）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有するもの

であること。 

 

３．契約条項を示す場所等 

（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒２０４－８５８５  

東京都清瀬市竹丘３－１－１ 

独立行政法人国立病院機構東京病院 栄養管理室 契約係 

０４２（４９１）２８９７（直通） 

（２）入札説明書の交付方法 

本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付する。 

（３）入札説明会 

  開かない。 

（４）入札書の受領期限 

令和 ８年 ４月２８日（火）１７時００分 

（５）開札の日時及び場所 

令和 ８年 ４月３０日（木）１４時００分  

独立行政法人国立病院機構東京病院 管理棟１階 研修室 

 

４．その他 

（１）入札保証金及び契約保証金  免除 

（２）入札者に求められる義務 

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に入札説明書に定

める書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者

は入札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類について説明を求

められた場合はそれに応じなければならない。 

（３）入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に

違反した入札は無効とする。 

（４）契約書の作成の要否  要 

（５）第一交渉権者の決定方法 

当院の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行



った入札者を第一交渉権者とする。また、その者が複数の場合は、入札した価

格に基づく交渉順位を付し、第一交渉権者を決定する。なお、同価の入札をし

た者が２人以上ある場合は、当該入札者にくじを引かせて交渉順位を定める。 

（６）契約価額の決定方法 

第一交渉権者には、交渉権順位決後直ちに交渉日時を通知し交渉を行う。こ

の交渉によって、契約価額を決定する。なお、第一交渉権者との交渉が不調と

なった場合、または交渉開始から１０日以内に契約締結に至らない場合、次順

位交渉権者に交渉日時を通知し、次順位交渉権者と交渉を行う。ただし、経理

責任者がこれ以上の交渉を行っても契約締結に至らないと判断した場合につ

いては、契約手続きそのものを打ち切ることがある。 

（７）契約に関する苦情の受付期間 

本契約に関する苦情についてはその原因となった事実があった日から５日

以内に書面にて行うこととする。また、受付期間内であっても、直接に利害の

ない者による苦情は受け付けない。 

（８）その他 詳細は入札説明書による。 
 

以  上 

 


